
（裏面に続きます） 

建設（解体）工事に伴う建設系廃棄物の適正な処理について 

 
 

○ 廃棄物処理法では、建設系廃棄物の処理責任は、発注者から直接工事を請け負った元請業者にあ

ります。 

○ 元請業者は、建設系廃棄物を自ら処理（収集・運搬、処分）するか、産業廃棄物処理業（収集・運

搬、処分）の許可業者に処理を委託しなければなりません。 

○ 許可業者に委託する場合、収集・運搬及び処分のそれぞれについて、許可証によって許可品目、有

効期限、処理能力等を確認してください。 

○ 元請業者は建設系廃棄物の処理を下請負人に委託する場合、産業廃棄物処理業の許可の有無を確

認してください。 

○ 産業廃棄物処理業の許可を受けた下請負人等に建設系廃棄物の処理を委託し、たとえ、適正に契

約が結ばれていたとしても、下請負人等による不法投棄や違法焼却などの不適正な処理が行われる

と、元請業者も責任を問われることがあります。 

○ 元請業者は、排出事業者として適正に最終処分されるまで処理状況を確認してください。 

 

 
 
○ 元請業者は、建設系廃棄物を工事現場内で保管する場合、廃棄物処理法に定める

保管基準（保管場所の周囲に囲いの設置、保管場所に通常出入りする箇所に外部か

ら見やすいように掲示板の設置等）に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに

保管しなければなりません。 

○ 建設系廃棄物を下請負人の工事現場以外の置き場に保管してはいけません。 

○ 元請業者が、建設系廃棄物を工事現場以外の自社の置き場等で保管する場合は、分別した廃棄物

の種類ごとに保管するほか、保管の用に供される場所の面積が300㎡以上の場所で保管する場合は、

事前に水戸市長に届け出なければいけません。届出の詳細は、廃棄物対策課にご確認ください。 

○ 工事現場以外での保管が認められる場合について 
▼ あらかじめ処理施設等の運搬先が決まっていなければいけません。 

▼ その場所で適切に保管できる量を超えてはいけません。 

▼ 廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出しなければいけません。 

▼ 保管場所からの１日平均搬出量の７倍（※約１週間分）を超える量の廃棄物を保管してはいけま

せん。 

建設（解体）工事に伴い発生するがれき類、木くずなどの建設系廃棄物は、 
元請業者が排出事業者として自らの責任において適正に処理してください 

建設系廃棄物は、工事現場内において適切に分別した後、直接、処理施設に 
運搬することが原則です 
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○ 工事現場以外での建設系廃棄物の保管基準について 

▼ 保管場所は、排出事業者である元請業者の自社所有土地又は賃貸借等により使用権限を有する土

地でなければいけません。 

※ 下請負人等の管理地で保管する場合は、当該下請負人等が産業廃棄物収集運搬業（積替え保

管あり）の許可を有している必要があります。 

▼ 保管場所の周囲に囲いを設置しなければいけません。 

▼ 保管場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように掲示板を設置しなければいけません。 

【掲示板の作成例】 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 汚水が発生する可能性がある場合は、排水設備を設置するとともに、底面を不透性の材料で覆わ

なければなりません。 

▼ 屋外で容器を用いずに保管する場合は、所定の高さを超えてはいけません。 

※ 最大保管高さの判定例（屋外で容器を用いずに保管をする場合） 

 

 

 

 

 

 

 

▼ ねずみの生息や、蚊やはえ等の害虫の発生を防止しなければいけません。 

※ その他、保管場所の基準について廃棄物処理法施行令で定められています。 

上記の保管基準に違反した場合は、行政処分等の対象となることがありますので、廃棄物の適正処理

をお願いします。 

 

 

産 業 廃 棄 物 保 管 場 所 

産業廃棄物の種類 がれき類、木くず 

管理者の氏名又は 

名称及び連絡先 

水戸市○○町○丁目○番○号 

株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○ 

電話  029-×××-×××× 

最大保管高さ ２．０ ｍ 

最大保管量 10 ㎥ 

問合せ先 
⽔⼾市中央１丁目４番１号 

⽔⼾市生活環境部廃棄物対策課 
（⽔⼾市役所３階） 
電話 ０２９−３５０−８０３５ 

60cm 
以上 

60cm 
以上 
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